
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
県
道
の
路
線
を
認
定
す
る
件
二
件

六

○
道
路
の
区
域
を
決
定
す
る
件
二
件

六

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
五
件

七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
五
件

八

公

告

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
件
二
件

九

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

十

福
島
県
収
用
委
員
会

○
裁
決
書
の
正
本
を
公
示
送
達
す
る
た
め
告
示
す
る
件

一
一

告

示

福
島
県
告
示
第
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
の
路
線
を

次
の
よ
う
に
認
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
に
お
い
て
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

起

点

整
理
番
号

路

線

名

重
要
な
経
過
地

終

点

三
九
四

県
道
相
馬
新

一
般
国
道
六
号
交
点
（
相
馬
市
程
田
）

地
線

一
般
国
道
六
号
交
点
（
相
馬
郡
新
地

町
駒
ヶ
嶺
）

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
の
路
線
を

次
の
よ
う
に
認
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
に
お
い
て
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

起

点

整
理
番
号

路

線

名

重
要
な
経
過
地

終

点

三
九
五

県
道
四
倉
久

一
般
国
道
六
号
交
点
（
い
わ
き
市
四

之
浜
線

倉
町
）

一
般
国
道
六
号
交
点
（
い
わ
き
市
久

之
浜
町
）

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
相
馬
新

相
馬
市
程
田
字
潜
石
四
一
番
一
地
先

一
四
・
八
〜

九
、
二
四
九
・
三

地
線

か
ら

一
○
一
・
六

相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
新
林
六
番

一
地
先
ま
で

───────────────────────────────────────────────────────────
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（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
四
倉
久

い
わ
き
市
四
倉
町
字
六
丁
目
一
六
四

九
・
○
〜

四
、
九
四
八
・
○

之
浜
線

番
二
地
先
か
ら

五
五
・
六

同

市
久
之
浜
町
金
ヶ
沢
字
明
不

作
二
九
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
中
ノ

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
蚕

変
更
前

Ａ

九
・
八
〜

九
二
・
五

沢
熱
海
線

養
字
沼
尻
山
甲
二
八
五
五

二
九
・
○

番
二
二
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
蚕

変
更
後

Ａ

九
・
八
〜

九
二
・
五

養
字
沼
尻
山
甲
二
八
五
五

二
九
・
○

番
二
一
七
地
先
ま
で

Ｂ

四
・
三
〜

九
六
・
○

二
四
・
九

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

相
馬
市
百
槻
字
神
明
一
○

変
更
前

二
三
・
○
〜

二
五
・
八

一
一
五
号

七
番
一
地
先
か
ら

三
三
・
○

同

市
百
槻
字
神
明
一
○

七
番
一
地
先
ま
で

相
馬
市
大
曲
字
天
神
五
七

変
更
後

一
八
・
四
〜

一
二
○
・
八

番
一
地
先
か
ら

三
三
・
○

同

市
百
槻
字
神
明
一
○

七
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

相
馬
市
塚
ノ
町
一
丁
目
二

変
更
前

一
八
・
二
〜

六
四
・
二

一
一
五
号

番
二
地
先
か
ら

二
四
・
四

───────────────────────────────────────────────────────────
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同

市
塚
ノ
町
一
丁
目
二

番
一
地
先
ま
で

相
馬
市
塚
ノ
町
二
丁
目
七

変
更
後

一
八
・
二
〜

一
八
二
・
六

番
一
地
先
か
ら

五
八
・
四

同

市
塚
ノ
町
一
丁
目
二

番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
原
町

相
馬
市
大
曲
字
天
神
五
六

変
更
前

一
四
・
○
〜

一
、
五
三
五
・
九

海
老
相
馬

番
地
先
か
ら

五
七
・
六

線

同

市
中
野
字
寺
前
三
○

五
番
一
地
先
ま
で

相
馬
市
大
曲
字
天
神
五
六

変
更
後

一
四
・
八
〜

四
三
・
○

番
地
先
か
ら

二
二
・
○

同

市
大
曲
字
天
神
五
七

番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現

変
更
前

三
○
・
○
〜

一
、
一
五
○
・
○

一
一
四
号

堂
字
蛭
子
町
一
七
番
一
地

四
八
・
八

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
幾
世

橋
字
六
反
田
三
番
一
地
先

ま
で

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現

変
更
後

一
六
・
○
〜

一
、
一
五
○
・
○

堂
字
蛭
子
町
一
九
番
二
地

四
八
・
八

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
幾
世

橋
字
六
反
田
三
番
一
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
相
馬
新
地
線

相
馬
市
程
田
字
潜
石
四
一
番
一
地
先
か

平
成
二
九
年
四
月
一
日

ら相
馬
郡
新
地
町
駒
ヶ
嶺
字
新
林
六
番
一

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
十
三
号
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
四
倉
久
之
浜
線

い
わ
き
市
四
倉
町
字
六
丁
目
一
六
四
番

平
成
二
九
年
四
月
一
日

二
地
先
か
ら

同

市
久
之
浜
町
金
ヶ
沢
字
明
不
作

二
九
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
一
一
四
号

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
蛭
子
町

平
成
二
九
年
一
月
六
日

一
九
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
権
現
堂
字
町
場
五

四
番
二
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
浪
江
鹿
島
線

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
新
町
四

平
成
二
九
年
一
月
六
日

五
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
権
現
堂
字
新
町
四

五
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
落
合
浪
江
線

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
新
町
五

平
成
二
九
年
一
月
六
日

一
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
権
現
堂
字
新
町
五

○
番
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

都
市
計
画
事
業
の

施
行
者
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

事

業

地

の

所

在

種
類
及
び
名
称

県
中
都
市
計
画
道

福
島
県

郡
山
市
麓
山
一
番

収
用
の
部
分

福
島
県
須
賀
川

路
事
業
三
・
四
・

一
号

市
南
町
、
大
町
及
び
千
日
堂
地

二
百
六
号
須
賀
川

福
島
県
県
中
建
設

内
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駅
並
木
町
線

事
務
所

使
用
の
部
分

な
し

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

公
告
第
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

都
市
計
画
事
業
の

施
行
者
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

事

業

地

の

所

在

種
類
及
び
名
称

原
町
都
市
計
画
道

福
島
県

南
相
馬
市
原
町
区

収
用
の
部
分

福
島
県
南
相
馬

路
事
業
三
・
五
・

錦
町
一
丁
目
三
十

市
原
町
区
三
島
町
一
丁
目
、
南

百
十
号
夜
の
森
前

番
地

町
三
丁
目
、
上
町
一
丁
目
、
上

大
木
戸
線

福
島
県
相
双
建
設

町
三
丁
目
、
国
見
町
一
丁
目
及

事
務
所

び
国
見
町
三
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

公 告 第 ８ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 ） 第 2 7 4条 の 1 1第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 2 9年 １ 月 ６ 日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 機 器 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 1 6号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 2 8年 1 2月 1 3日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 1 9番 ２ 号

５ 落 札 金 額
1 0 7 , 7 8 4 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 2 8年 1 0月 2 8日

（ 入 札 用 度 課 ）
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福
島
県
収
用
委
員
会

福
島
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の

者
に
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
、
当
収
用
委
員
会
書
記
室
（
福
島
県
自
治
会
館
三
階
）
に
お
い
て
保
管

し
て
い
る
の
で
、
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日

福
島
県
収
用
委
員
会

会
長

菅

野

昭

弘

一

書
類
の
名
称

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
権
利
取
得
裁
決
及
び
明
渡
裁
決
に
係
る
裁
決
書
の
正
本

二

書
類
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

氏

名
（
名

称
）

住

所

（
所

在

地
）

不
明
。
た
だ
し
、
株
式
会
社
サ
ン
住
宅
環
境
又
は
そ
の
他
の

不
明

者（
福
島
県
岩
瀬
郡
鏡
石
町
不
時
沼
三
〇
一
番
二
の
土
地
に
存

す
る
野
立
平
看
板
の
所
有
者
）

不
明

不
明

（
福
島
県
岩
瀬
郡
鏡
石
町
不
時
沼
三
〇
一
番
及
び
三
〇
一
番

二
の
土
地
に
存
す
る
動
産
の
所
有
者
）

三

そ
の
他

前
記
書
類
を
受
領
し
な
い
と
き
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日
を
も
っ
て
送
達
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。


